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序 文  

アルコール製剤（食品添加物）自主基準（以下、本自主基準という）は、日本

食品洗浄剤衛生協会が取扱うアルコール製剤（食品添加物）の成分基準および表

示基準を食品衛生法に準じて定めたものである。 

 

１． 目的 

本自主基準は、アルコール製剤（食品添加物）について成分基準を設け、安全

性を確保し、アルコール製剤（食品添加物）として適した製剤を消費者に提供す

ることを目的とする。 

 

２． 適用製品  

アルコール（エタノール）を主剤とし、食品素材または食品添加物を副剤とす

る業務用アルコール製剤（食品添加物）に適用される。 

 

３． 成分基準  

３．１ アルコール（エタノール） 

主剤であるアルコール（エタノール）は、一般社団法人アルコール協会が制定

したアルコール協会規格 ＪＡＡＳ００１：２０１２「エタノール」記載の発酵

アルコールの品質規格に適合し、且つ、１５℃における製剤中のアルコール濃度

は、４５度（３７．８８重量％）以上で９０度（８５．７０重量％）未満である

こと。（アルコールハンドブック 通商産業省基礎産業局（監修）、アルコール協

会・バイオインダストリー協会（編集）を参照。） 

また、使用するアルコール（エタノール）は、酒税相当分を免税で使用する場

合、「アルコール事業法」の第２８条第３号の規定（その他アルコールの適正な流

通の確保に支障を及ぼすおそれのないもの。）に適合させるため、定められた食品

香料を添加すること。添加する食品香料については、「アルコール使用の手引き（経

済産業省製造産業局化学課アルコール室）」の別表３の記載を参照し、これに従う。 

 

３．２ 副剤  

副剤は、食品素材または「食品衛生法」に適合する１種類以上の食品添加物か

ら選ばれ、主剤であるアルコールの持つ機能を安定化させるため、または、効果

を十分発揮させるために配合するものである。 

その配合量は、総量として主剤のアルコール含有量に対して５０重量％以下で、

且つ、製剤中の２０重量％以下とする。但し、「食品衛生法」および「食品、添加

物等の規格基準」で使用基準が定められている食品添加物については、これに従

う。 

 

３．３ ヒ素、重金属 

ヒ素、重金属の試験法については、「食品添加物公定書」記載の方法に準じ、次

の基準に適合すること。 
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ヒ素   ： ４μｇ／ｇ 以下 （Ａｓ２Ｏ３として） 

重金属 ： ２０μｇ／ｇ 以下 （Ｐｂとして） 

 

４． 表示基準  

４．１ 文言表示 

当該製品ラベルは、次の項目を必要とし、わかりやすい表示を心がける。 

① 品名 「例 エタノール製剤（食品添加物）、またはアルコール製剤（食品添

加物）。なお、名称表示で問題が生じた場合は各社個別対応とする」 

② 製品名および内容量（ｋｇ、ｌ等で表示） 

③ 成分名およびその配合量（重量％） 

④ 注意事項（ＧＨＳ※１で定められた絵表示、注意喚起語、危害有害性情報、注

意書き※２） 
※１ ＧＨＳ分類についてはＧＨＳ実施ガイドライン、ＧＨＳ表示ガイドライ 

  ンを参照する。 
※２ 注意書きは、各社が製品へのばく露や不適切な貯蔵又は取扱いからの被 

    害を防止又は最小にするために取るべき推奨措置を定めている場合は、 

    各社の責任においてＧＨＳが推奨する以外の文言を用いてもよい。 

⑤ 消防法の危険物に該当する場合※に必要とする表示（例 イ．第４類 アル 

  コール類 ロ．火気厳禁 ハ．水溶性 ニ．危険等級Ⅱ） 
※  アルコール（エタノール）が６０重量％以上の製品、可燃性液体が６０ 

  重量％未満であって、アルコール（エタノール）６０重量％水溶液の引 

  火点を下回る製品等。 

⑥ 製造年月日またはロット番号 

⑦ 事項名（製造者または販売者）およびその名称、住所、電話番号 

⑧ 製造所所在地または製造所固有記号 

  製造者と販売者が同一の場合は「製造所所在地」または「製造所固有記号」、 

  製造者と販売者が異なる場合は「販売者と販売者本社所在地」および「製造 

  者と製造者製造所所在地」もしくは「販売者と製造所固有記号」および「販 

  売者本社所在地」 

 

ＰＬ法対応の主旨に沿えば、アルコール（エタノール）６０重量％未満の製品で 

消防法の危険物に該当しない場合でも、可燃性であり、『火気注意』の記載が望 

ましい。なお、６０重量％以上で危険物に該当する場合は『火気厳禁』の記載が 

法的に必要である。 

また、同様にＰＬ法対応で、当該製品に長時間もしくは高濃度に曝露しないよう 

「換気に注意する旨」の注意表示など、ＧＨＳに定める表示（絵表示など）以外 

に必要に応じて注意表示を記載することが望ましい。 

 

４．２ 警告ラベル等の表示  

製剤の危険有害性を伝達するため、ＧＨＳで定められた絵表示（◇マーク）、注
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意喚起語（『危険』/『警告』）および危険有害性情報を記載する。 

ＧＨＳで定められた絵表示以外で、従来、用いてきた絵表示（◇または△マー

ク）の記載は任意とする。 

 

４．３ 表示例  

アルコール濃度 60 重量％以上のアルコール製剤の表示例  

1 品名 エタノール製剤（⾷品添加物）

2 製品名および内容量（kg，L等） ⾷洗協アルコール75　　５Ｌ　　（⼀例）

3 成分名およびその配合量（重量%） エタノール　75.0%、クエン酸　0.5%、精製⽔　24.5%　（⼀例）

4 注意事項
（GHSで定められた表⽰等）

絵表⽰

（絵表⽰の⼤きさ（⾼さ）は⽂字の⼤きさより⼩さくならないようにする）

注意喚起語 危険
危険有害性情報 引⽕性の⾼い液体及び蒸気

⽣殖能⼜は胎児への悪影響のおそれ
⻑期にわたる,⼜は反復ばく露による臓器の障害（肝臓）
⻑期にわたる,⼜は反復ばく露による臓器の障害のおそれ（中枢神経系）
呼吸器への刺激のおそれ／（⿇酔作⽤）眠気またはめまいのおそれ
眼刺激

注意書き 使⽤上の注意 必ず使⽤前に「安全データシート（SDS）」と「使⽤上の注意」をお読みください。
作業時は状況に応じて、保護マスク、保護メガネおよび保護⼿袋を使⽤する旨。
取扱い時は、漏れ、あふれ、または⾶散しないよう注意し、換気を充分⾏う旨。
ミスト／蒸気／スプレーの吸⼊を避ける旨。
この製品を使⽤する時に、飲⾷または喫煙をしない旨。
取扱後は⼿をよく洗う旨。
熱／⽕花／裸⽕／⾼温のもの／静電気のような着⽕源から遠ざける旨。－禁煙。
みだりに加熱、加減圧したり噴霧、蒸散させない旨。
飲まない旨。
保管は、冷暗所に密栓保管し、幼児の⼿の届かない所に置き、転倒、落下、破損、漏洩のないよう注
意する旨。

他の容器に移し替える場合は、専⽤の容器にその品名、注意事項等を明記する旨。
内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専⾨の廃棄物処理業者に業務委託する旨。
⽕災の場合には、消⽕に耐アルコール泡、粉末、炭酸ガス等の消⽕器、⼤量の⽔を使⽤する旨。

応急処置 飲み込んだ場合は、⽔を飲ませる等の処置をし、医師の⼿当てを受ける旨。
吸⼊した場合は、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる旨。
気分が悪い時は、医師の診断／⼿当てを受ける旨。
⽪膚または粘膜にかかった場合は、⼤量の⽔で洗い流し、異常がある場合は、医師の診断／⼿当てを
受ける旨。

眼に⼊った場合は、⽔で数分間注意深く洗う旨。次に、コンタクトレンズを着⽤していて容易に外せる場
合は外す旨。その後も洗浄を続ける旨。

眼の刺激が続く場合は、医師の診断／⼿当てを受ける旨。

5 消防法上、必要な表⽰ 第4類アルコール類、⽔溶性、危険等級Ⅱ、⽕気厳禁

（従来、⽤いてきた絵表⽰の記載は任意とする）

6 製造年⽉⽇またはロット番号 ○○年△△⽉××⽇　　（⼀例）

7 製造者または販売者の名称、住所、電話番号 販売者　⾷洗協株式会社　東京都渋⾕区神宮前○○○　TEL：03-XXXX-XXXX　（⼀例）

8 製造所固有記号 AB1234 （⼀例）

※　モデル処⽅での⼀例であり、エタノール配合量やその他成分の種類や配合量によっては、必ずしも上記記載（注意事項など）と同じになるとは限りません。
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アルコール濃度 60 重量％未満のアルコール製剤の表示例  

1 品名 エタノール製剤（⾷品添加物）

2 製品名および内容量（kg，L等） ⾷洗協アルコール50　　５Ｌ　　（⼀例）

3 成分名およびその配合量（重量%） エタノール　50.0%、クエン酸　0.5%、精製⽔　49.5%　（⼀例）

4 注意事項
（GHSで定められた表⽰等）

絵表⽰

（絵表⽰の⼤きさ（⾼さ）は⽂字の⼤きさより⼩さくならないようにする）

注意喚起語 危険
危険有害性情報 引⽕性液体及び蒸気

⽣殖能⼜は胎児への悪影響のおそれ
⻑期にわたる,⼜は反復ばく露による臓器の障害（肝臓）
⻑期にわたる,⼜は反復ばく露による臓器の障害のおそれ（中枢神経系）
呼吸器への刺激のおそれ／（⿇酔作⽤）眠気またはめまいのおそれ
眼刺激

注意書き 使⽤上の注意 必ず使⽤前に「安全データシート（SDS）」と「使⽤上の注意」をお読みください。
作業時は状況に応じて、保護マスク、保護メガネおよび保護⼿袋を使⽤する旨。
取扱い時は、漏れ、あふれ、または⾶散しないよう注意し、換気を充分⾏う旨。
ミスト／蒸気／スプレーの吸⼊を避ける旨。
この製品を使⽤する時に、飲⾷または喫煙をしない旨。
取扱後は⼿をよく洗う旨。
熱／⽕花／裸⽕／⾼温のもの／静電気のような着⽕源から遠ざける旨。－禁煙。
みだりに加熱、加減圧したり噴霧、蒸散させない旨。
飲まない旨。
保管は、冷暗所に密栓保管し、幼児の⼿の届かない所に置き、転倒、落下、破損、漏洩のないよう注
意する旨。

他の容器に移し替える場合は、専⽤の容器にその品名、注意事項等を明記する旨。
内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専⾨の廃棄物処理業者に業務委託する旨。
⽕災の場合には、消⽕に耐アルコール泡、粉末、炭酸ガス等の消⽕器、⼤量の⽔を使⽤する旨。

応急処置 飲み込んだ場合は、⽔を飲ませる等の処置をし、医師の⼿当てを受ける旨。
吸⼊した場合は、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる旨。
気分が悪い時は、医師の診断／⼿当てを受ける旨。
⽪膚または粘膜にかかった場合は、⼤量の⽔で洗い流し、異常がある場合は、医師の診断／⼿当てを
受ける旨。

眼に⼊った場合は、⽔で数分間注意深く洗う旨。次に、コンタクトレンズを着⽤していて容易に外せる場
合は外す旨。その後も洗浄を続ける旨。

眼の刺激が続く場合は、医師の診断／⼿当てを受ける旨。

5 消防法上、必要な表⽰ （⾮危険物の場合でも、「⽕気注意」の記載が望ましい）

（従来、⽤いてきた絵表⽰の記載は任意とする）

6 製造年⽉⽇またはロット番号 ○○年△△⽉××⽇　　（⼀例）

7 製造者または販売者の名称、住所、電話番号 販売者　⾷洗協株式会社　東京都渋⾕区神宮前○○○　TEL：03-XXXX-XXXX　（⼀例）

8 製造所固有記号 AB1234 （⼀例）

※　モデル処⽅での⼀例であり、エタノール配合量やその他成分の種類や配合量によっては、必ずしも上記記載（注意事項など）と同じになるとは限りません。
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種類 表示例

生麺(中華麺、うどん) 添加（練込） 原料粉に対し1～3%添加 アルコール、エタノール、エチルアルコール、酒精

皮(ギョウザ、ワンタン、
　　　　　　　シューマイ)

添加（練込） 原料粉に対し1～2%添加 アルコール、エタノール、エチルアルコール、酒精

竹輪 添加（練込） 原料混合時に添加 アルコール、エタノール、エチルアルコール、酒精

塗布 串抜目的として使用可 ※表示不要～加工助剤

噴霧 包装時に噴霧
アルコール、エタノール、エチルアルコール、酒精
※噴霧で表示不要～加工助剤

はんぺん
噴霧又は
　　　浸漬

包装時に噴霧又は浸漬
アルコール、エタノール、エチルアルコール、酒精
※噴霧で表示不要～加工助剤

蒲鉾 添加（練込） 原料擂潰時に2～3%添加 アルコール、エタノール、エチルアルコール、酒精

噴霧 包装時に噴霧
アルコール、エタノール、エチルアルコール、酒精
※噴霧で表示不要～加工助剤

奈良漬 添加・噴霧
原料酒粕に2～3%添加
包装時に噴霧

アルコール、エタノール、エチルアルコール、酒精
※噴霧で表示不要～加工助剤

糠漬 添加・噴霧
糠床に2～3%添加
包装時に噴霧

アルコール、エタノール、エチルアルコール、酒精
※噴霧で表示不要～加工助剤

浅漬 添加・噴霧
調味液に2～3%添加
包装時に噴霧

アルコール、エタノール、エチルアルコール、酒精
※噴霧で表示不要～加工助剤

餡類（生あん） 噴霧 包装時に噴霧
アルコール、エタノール、エチルアルコール、酒精
※噴霧で表示不要～加工助剤

  〃  (練あん) 添加 製品に対して1～3%添加 アルコール、エタノール、エチルアルコール、酒精

 カステラ、スポンジケーキ 添加 製品に対して1～3%添加 アルコール、エタノール、エチルアルコール、酒精

アルコール製剤を食品に使用した場合の表示例

※　噴霧して使用した場合、最終食品への残存量が微量であれば加工助剤とみなされる場合があり、表示が不要となること
      もあります。

菓
子

方法

麺

水
産
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製
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５．運用  

（１）会員企業は、本自主基準を尊守するものとする。 

（２）本自主基準は、適宜見直すことが出来る。 

 

附則 

本自主基準は、制定日以降に製造された製品に適用されるものとする。 

尚、猶予期間は平成２８年５月３１日までとする。 

 

  


